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高年齢雇用継続給付 倉護体業給付 育児休業給付

の受給者の皆さまヘ

毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、上記給付の支給限度額も変更

になります。
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高 年 齢 雇 用 継 続 給 付 (令和6年8月 1日 以後の支給対象期間から変更)

●重壺量 1塵L_三 璽L土墨 2旦三主 _三ニエ上_二至重旦

支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額 (376,750円 )以上であるときには、高年齢雇用継

続給付は支給されません。

また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限

度額を超えるときは、376,750円 ― (支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

●」コ璽L塁]星崖璽重____2L二_1≧」旦_□L__=ュ____2.__」≧_皇L三二五

高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。

● 60歳到達時等の賃金月額

上歴墜L二旦亜iュ三璽:コl夏■三二__」匹1堅lL三i理1■1堕l巴

60歳到達時の賃金が上限額超 (下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額 (下限額)を用い

て支給額を算定します。

86.070円下限額  82.380円 ‐→

● 支給限度額 上五額 3生上L2旦重旦L三L三聖EL_■■■巴

介護休業給付

出生時育児休業給付

●支給限度額 」菫重壺自堕生 __2_旦_里LL_」L里ヨL二__2旦上_二生生旦

育児休業給付

」1堅!匡_堡!壼塵旦畦 笙ヨ上ニユ塑L三二__2■_L.三塁i型旦

31 円● 支給限度額 1卜隠 麺 r守鉛 菫 A7%ヽ  ■ 10_ 48円 ―→ 5_ 369
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になります.

ります.

8月 1日か

皆さま


